
収入申告チャート

はじめに同意書を御覧ください。令和5年1月1日時点で旭川市に住民登録されていて、市道民税を申告されている方は、同意書に押印することで所得確認用提出書類を省略できます。

同意書の『世帯員それぞれ押印』 の箇所すべてに 『印』 と印刷されている。

（※令和4年1月2日以降に職場が変わった方がいる場合は下記にお進みください。）

『収入申告書』 及び 『同意書』 に、記入 ・ 押印して提出してください。

※下記の添付書類の提出は必要ありません。

次のいずれかに該当する方がいる場合は下のチャートにしたがって、収入申告書及び同意書の他に下記必要書類を提出してください。
①令和5年1月1日時点で旭川市に住民登録されていない方。 ②令和5年度の市道民税未申告の方。 ③同意書の『世帯員それぞれの押印』の箇所に『所得確認できません』と印刷されている方。 ④令和4年1月2日以降に転職又は就職した方。

⑤同意書を提出したくない方。

※お1人で2つ以上の収入がある場合は、それぞれの収入の証明が必要です。（※例 給与と年金収入がある場合、下記の給与収入書類と年金収入書類を提出してください。）

１ 給与収入がある。（※学生･主婦のアルバイト又はパートを含む）

２ 年金収入がある。

令和4年1月1日以前から同じ会社に勤務して

いる。

勤務期間は3ヶ月以上である。

い
い
え

『収入申告書』の提出と、あわせて

『令和4年分源泉徴収票』

『令和4年分所得証明書』

『令和5年度市町村・

 道民税特別徴収税額通知書』

令和4年1月1日以前から年金を受給している。

３ 事業収入等がある。

令和4年1月1日以前から事業をしている。

又は、

不動産収入や配当所得等の継続的収入がある。

学生(大学生･専門学生・高校生)である。

退職して3ヶ月以内である。

※世帯員変更（出生・転入・転出・死亡）がある場合、市営住宅課で手続きしてください。

旭川市６条通１０丁目 旭川市役所第三庁舎３階 旭川市建築部市営住宅課

直通電話番号（0166-25-8510）

収入申告書の提出について、どのような書類が必要なのか、簡単に確認ができる早見表です。

名義人様、世帯員様（15歳以下の方を除く。）全員の必要書類を提出してください。

『収入申告書』の提出と、あわせて

『収入証明書』 を会社に提出し、記入･押印後、提出してください。

※『収入証明書』が必要となりますので富士管財(0166-35-5000)まで御連絡、

もしくは弊社ホームページから印刷してください。（右上QRコード）

『収入申告書』の提出と、あわせて

『最新の年金支払通知書』

『令和4年分の年金の源泉徴収票』

『年金額改定通知書』

『収入申告書』の提出と、あわせて

『雇用証明書』 を会社に提出し、記入･押印後、提出してください。

※『雇用証明書』が必要となりますので富士管財(0166-35-5000)まで御連絡、

もしくは弊社ホームページから印刷してください。（右上QRコード）

『収入申告書』の摘要欄に学校名･学年を記入してください。あわせて

『無職･無収入申立書』 を記入して提出してください。

※高校生の場合、『収入申告書』への記入のみ

（無職・無収入申立書は必要ありません）

『収入申告書』の提出と、あわせて

『最新の年金支払通知書』

『年金裁定通知書』

『収入申告書』の提出と、あわせて

『令和4年分の確定申告の控え』 のコピーを添付して提出してください。

『収入申告書』の提出と、あわせて

『収支明細書（事業開始～現在まで）』 を作成して提出してください。

※『収支明細書』が必要となりますので富士管財(0166-35-5000)まで御連絡、

もしくは弊社ホームページから印刷してください。（右上QRコード）

『収入申告書』の提出と、あわせて

『無職･無収入申立書』 に記入して提出してください。

※『無職・無収入申立書』は1人1枚の記入となります。

複数人いる場合は、富士管財(0166-35-5000)まで御連絡、もしくは

弊社ホームページから印刷してください。（右上QRコード）

『収入申告書』 及び 『無職･無収入申立書』 の提出と、あわせて

『離職票』

『雇用保険受給資格者証』

『退職証明書』

はい

その他必要書類

４ 現在無職である（16～64歳の方）

い
い
え

※添付していただいた書類はお返しできませんので、「コピー（写し）」を提出するなどしてください。

５ 別居扶養親族がいる。

『収入申告書』及び、『同意書』又は上記必要書類 と、あわせて

『健康保険証』

『源泉徴収票』

『その他確認できる書類』
６ 障害をお持ちの方がいる。

『収入申告書』及び、『同意書』又は上記必要書類 と、あわせて

『身体障害者手帳』

『精神障害者保健福祉手帳』

『療育手帳』 ・ 『戦傷病者手帳』

『被爆者手帳』 ・ 『厚生労働省の証明書』

いいえ

のコピーのどれか1つを

添付して提出してください。

のコピーのどれか1つを

添付して提出してください。

のコピーのどれか1つを

添付して提出してください。

はい

はい

はい

はい はい

のコピーのどれか1つを

添付して提出してください。

のコピーのどれか1つを

添付して提出してください。

いいえ いいえ

いいえ

のコピーのどれか1つを

添付して提出してください。
はい はい

下記の① ~ ⑤に当てはまらない場合

↑㈱富士管財ＨＰ↑


